
宝塚市告示第６５号 

 

 

 セミセルフレジを用いたキャッシュレス決済に関する指定納付受託者を下記のとお

り指定したので、地方自治法第２３１条の２の３第２項の規定により告示します。 

 

 

 令和７年（２０２５年）４月１日 

 

 

                          宝塚市長 山﨑 晴恵 

 

 

記 

 

 

１ 納付させる歳入 セミセルフレジを用いたキャッシュレス決済にて請求する 

証明書交付手数料等 

 

２ 指定納付受託者 株式会社寺岡精工 

          東京都大田区久が原５－１３－１２ 

          代表取締役社長 山本 宏輔 

 

３ 指定期間    令和７年（２０２５年）４月１日から 

令和８年（２０２６年）３月３１日まで 

 

４ 担当部署    〒６６５－８６６５ 

          宝塚市東洋町１番１号 

          宝塚市市民交流部窓口サービス課 

          電話  ０７９７－７７－２０５０（直通） 

          ＦＡＸ ０７９７－７６－２００６ 


